
平成28年10月12日開催

【第22期】

第28回

津奈木町農業委員会議事録



津奈木町農業委員会告示第11号

津奈木町農業委員会総会を次のとおり招集する。

津奈木町農業委員会会長　荒川　隆光

1． 期日： 午前9時30分～

2． 場所： 津奈木町役場2階会議室

3． 議第：議案第53号 農地法第5条の規定による許可申請書について

4． 議第：議案第54号 農地転用事業計画変更承認申請書について

5． 報告：報告第12号 時効取得について

6． その他事項について

平成28年10月12日（水）

平成28年9月28日

記



1.開催日時：

午前9時30分から 午前10時50分

2.開催場所：

3.出席委員

　1番：荒川　（会長） 2番：岩﨑　（副会長）

　3番：小嶋　　（委員） 4番：柳迫　　（委員）

　5番：濱田　　（委員） 6番：平畑　　（委員）

　7番：澤田　　（委員） 9番：坂本　　（委員）

　10番：福山　　（委員） 11番：濵田　　（委員）

4.欠席委員 なし

5.議事日程

議案第53号　農地法第5条の規定による許可申請書について

議案第54号　農地転用事業計画変更承認申請書について

報告第12号　時効取得について

6.農業委員会事務局職員氏名

　　　　事務局長：倉本　健一

　　　　事務局員：村上　修司

7.会議の概要

津奈木町農業委員会第28回総会議事録

平成28年10月12日（水）

津奈木町役場2階会議室



事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の総会につきまして、9 月 28 日付農業委員会告示

第 11 号で招集告示を致しましたところ、全員出席ですの

で、農業委員会等関する法律第２１条第３項の規定によ

り本日の総会は成立します。 

なお、会議規則第４条の規定により会長が議長となり

ますので、議事進行については、よろしくお願いいたし

ます。 

 

（ ～ 挨 拶 ～ ） 

ただ今から、第 22 期平成 28 年度第 28 回津奈木町農

業委員会総会を開会いたします。 

 

【日程第１：議事録署名委員の指名】 

 

日程第１番、議事録署名委員の指名を行います。 

本総会の議事録署名委員は、津奈木町農業委員会会議

規則第７条第２項の規定により 3 番・小嶋委員、4 番・

柳迫委員を指名します。 

 

【日程第２：諸般の報告】 

 

（なし） 

 

【日程第３：議案第 51 号 農地法第 5 条の規定による

許可申請について】 

 

次に、日程 3 に入らせていただきます。 

議案第 53 号「農地法第 5 条の規定による許可申請につ

いて」を議題と致します。事務局、朗読をお願いします。

 

（事務局朗読） 

 

それでは番号 1 について調査員の報告をお願いしま

す。2 番岩崎委員。 

 

 



2 番：岩崎委員 

 

 

 

 

 

 

荒川会長 

 

事務員：村上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川会長 

 

 

7 番：澤田委員 

 

 

荒川会長 

 

 

 

 

はい、この議案に関しては皆様お気づきだと思います

が８月の総会で承認していただき県の方へ進達された案

件です。しかし、転用面積に問題があったようで再提出

している案件です。詳細については事務局の方から説明

していただいた方が賢明であろうと思いますが、議長よ

ろしいでしょうか。 

 

はい、それでは事務局いいでしょうか。 

 

はい、それでは説明させていただきます。議案第 53 号

と議案第 54 号は関連しておりますので併せて説明させ

ていただきます。８月総会時に転用面積が約○○㎡での

転用が出たんですが、同時に分筆を行っていると説明さ

せていただいておりました。しかし、測量を行った結果、

許可が下りた面積よりも若干小さくなった旨の連絡が○

○さんよりありました。県に確認を行いまして、許可を

出した面積でなら大丈夫ですと回答を頂きましたが、実

際に面積は小さくなっておりますので、許可を出したも

のは無効ですと連絡がありました。そのため、今回再度

申請する運びとなっております。面積に関しては○○㎡

で 500 ㎡を超えておりますが、取付道路の関係で越えて

いるので、県に確認した結果大丈夫ですと回答を頂いて

おります。一度県から許可が下りている案件ですので、

何ら問題はないと考えられます。審議の程お願いします。

 

はい、ありがとうございました。続きまして 7 番澤田

委員お願いいたします。 

 

はい。事務局から説明があったとおりです。ご審議の

程よろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございました。それでは質疑に入り

たいと思います。ただいま調査委員のほうから報告があ

りましたが皆さんの方から何かございませんか。 

 

（質問、意見なし） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 番：濱田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川会長 

 

 

3 番：小嶋委員 

 

 

荒川会長 

 

 

 

 

 

 

質疑なしと認めます。それでは採決します。議案第 53 号

番号 1 について原案のとおり決定することに反対の方は

挙手をお願いします。 

 

（全員賛成：異議なし） 

 

ありがとうございました。全員賛成ですので、議案第 53

号番号 1 は許可相当の意見書をつけて、県知事へ進達す

ることに決定いたします。 

次に番号 2 について調査員の報告をお願いします。11

番濱田委員。 

 

はい。それでは調査報告をいたします。10 月 4 日 10 時

から事務局の村上さん○○司法書士、○○さん農業委員

として小嶋さんと私の 5 人で現地調査を行いました。申

請内容等については局長朗読のとおりでございます。 

 ○○さんは○○さんの孫の旦那になる方です。土地に

関しては無償で貸借するそうです。工期としては許可日

から平成 29 年 11 月 29 日までとなっております。○○さ

んは○○に勤めております。この農地に関しては津奈木

駅から 500ｍ以内にある第 2 種農地ですので問題はない

と考えられます。ご審議の程、よろしくお願いします。

 

はい、ありがとうございました。続きまして 3 番小嶋

委員お願いいたします。 

 

はい。ただ今濱田委員から説明があったとおりです。

ご審議の程よろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございました。それでは質疑に入り

たいと思います。ただいま調査委員のほうから報告があ

りましたが皆さんの方から何かございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 番：岩崎委員 

 

 

荒川会長 

 

 

7 番：澤田委員 

 

 

荒川会長 

質疑なしと認めます。それでは採決します。議案第 53 号

番号 2 について原案のとおり決定することに反対の方は

挙手をお願いします。 

 

（全員賛成：異議なし） 

 

ありがとうございました。全員賛成ですので、議案第 53

号番号 2 は許可相当の意見書をつけて、県知事へ進達す

ることに決定いたします。 

 

【日程第 4：議案第 54 号 農地転用事業計画変更承認

申請について】 

 

日程 4 番、議案第 54 号「農地転用事業計画承認申請に

ついて」を議題と致します。事務局、朗読をお願いしま

す。 

 

 

 （事務局朗読） 

 

それでは番号 1 について調査員の報告をお願いしま

す。2 番、岩崎委員。 

 

はい。さきほどの議案で説明を行ったとおりです。審

議の程おねがいします。 

 

はい、ありがとうございました。続きまして 7 番澤田

委員お願いします。 

 

はい。先ほどの説明のとおりです。ご審議の程よろしく

お願いします。 

 

はい、ありがとうございました。それでは質疑に入りた

いと思います。ただいま調査委員のほうから報告があり

ましたが皆さんの方から何かございませんか。何かみな

さまから番号 1 について質問等ありませんか。 



 

（質問、意見なし） 

 

質問等ありませんので採決をいたします。番号 1 につい

て原案のとおり決定することに反対の方は挙手をお願い

します。 

 

（全員賛成：異議なし） 

 

ありがとうございました。全員賛成ですので、議案第 54

号番号 1 は許可相当の意見書をつけて、県知事へ進達す

ることに決定いたします。 

 

【日程第 5：報告第 12 号 時効取得について】 

 

日程 5 番、報告第 12 号「時効取得について」を議題と

致します。事務局、朗読をお願いします。 

（事務局朗読） 

 

【日程第 6：その他事項について】 

次に日程 6：その他事項に入ります。事務局、説明を

お願いします。 

 

① 農業委員会法改正について。 

② 11 月総会までの日程。 

 

 

以上で本日の議案並びに報告事項はすべて終了しまし

た。この際、その他の件について委員からご発言があれ

ば挙手をお願いいたします。 

 

 

（暫時、休憩） 

 

（ほかに案件なし） 

 



よろしいですか。それでは以上をもちまして平成 28 年

度第 28 回津奈木町農業委員会総会を閉じます。 

    【終了時間 10 時 50 分】

この会議録の内容は事実と相違ない事を証明するため

に、津奈木町農業委員会会議規則第７条第２項の規定に

よりここに署名する。 

 

 

 

 

議長 ： 「                」 

 

       （会長：荒川 隆光） 

 

 

 署名委員：「                 」 

            

           （3 番：小嶋委員） 

 

 署名委員：「                 」 

       

           （4 番：柳迫委員） 

 

 


	①議案等
	③議事録

